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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
十
六
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
元
年
八
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
Ｌ
Ｃ
モ
ー
ル
花
園
２
期
計
画 

 
 

 

埼
玉
県
深
谷
市
荒
川
字
鍛
治
ヶ
谷
戸
三
百
五
十
六
番
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

花
園
小
学
校
、
花
園
中
学
校
の
学
区
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
各
学
校
に
連
絡
を
い
れ
て
い

た
だ
く
と
と
も
に
、
車
両
の
出
入
口
に
は
人
的
配
置
を
し
、
安
全
確
保
に
十
分
努
め
て
く
だ

さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

令
和
元
年
八
月
二
十
日
か
ら
令
和
元
年
九
月
二
十
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号 

 
飯
能
市
か
ら
飯
能
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
八
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号 

 
飯
能
市
か
ら
飯
能
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
八
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号 

 
令
和
元
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号
（
（
仮
称
）
新
た
な
森
公
園
管
理
業
務
委
託
に
関
す

る
入
札
公
告
）
は
、
取
り
消
す
。 

 
 

令
和
元
年
八
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二

年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
六
号
で
告
示
し
た
寄
居
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を

認
可
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
元
年
八
月
二
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

施
行
者
の
名
称 

 
 

深
谷
市 

二 

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

 
 

寄
居
都
市
計
画
下
水
道
事
業 

深
谷
公
共
下
水
道 

三 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
年
一
月
三
十
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

四 

事
業
地 

 

イ 

汚
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

変
更
な
し 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
六
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号
、 

 
 

 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号
、
平 

 
 

 

成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号
、 

 
 

 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
六
号
及 

 
 

 

び
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号
の
事
業
地
に
深
谷
市
黒
田
字
上
反
並
び 

 
 

 

に
永
田
字
久
保
、
字
仲
居
前
及
び
字
上
永
田
前
を
加
え
、
当
該
事
業
地
の
う
ち
深
谷
市
黒 

 
 

 

田
字
下
反
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 

 

ロ 

雨
水 

 
 

⑴ 

収
用
の
部
分 

 
 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
六
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号
、 

 
 

 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号
、
平 

 
 

 

成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号
、 

 
 

 

平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
六
号
及 

 
 

 

び
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号
の
事
業
地
に
深
谷
市
黒
田
字
上
反
及
び 

 
 

 

字
下
反
を
加
え
る
。 

 
 

⑵ 

使
用
の
部
分 



 
 

 
 

平
成
二
年
埼
玉
県
告
示
第
百
三
十
六
号
、
平
成
三
年
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
七
十
六
号
、 

 
 

 

平
成
五
年
埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
号
、
平
成
九
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号
、
平 

 
 

 

成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号
、
平
成
十
六
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号
、 

 
 

 
平
成
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
九
十
六
号
、
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
六
号
及 

 
 

 

び
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
二
号
の
事
業
地
に
深
谷
市
黒
田
字
上
反
並
び 

 
 

 

に
永
田
字
久
保
、
字
仲
居
前
及
び
字
上
永
田
前
を
加
え
、
当
該
事
業
地
の
う
ち
深
谷
市
黒 

 
 

 

田
字
下
反
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。 
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